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 春のやわらかな日差しとともに、令和 7年度がいよいよスタートいたしました。校庭の桜も少

しずつ花開き、新しい季節の訪れを感じさせてくれます。 

 ９日には、新たに 180人の新入生を迎える入学式を予定しております。小さな背中に大きなラ

ンドセルを背負って登校してくる新 1年生の姿を思い浮かべると、私たち職員一同も胸が高鳴り

ます。今年度は、全校児童 972人でのスタートとなります。新しい仲間との出会い、学び、挑戦

の日々が、それぞれの子どもたちにとって実り多きものとなるよう、全力で支えてまいります。 

 本校では「表情豊かな子どもの育成」を学校教育目標に掲げております。子どもたちが毎朝「わ

くわく登校」し、授業や行事に「瞳きらきら活動」し、1日を終えて「にこにこ下校」できるよう

に、学ぶ楽しさ、関わる喜び、認められる嬉しさを、日々の教育活動の中で子どもたちに実感して

もらえるよう取り組んでまいります。 

 また、学校は子どもたちにとって安心して過ごせる「居場所」であると同時に、挑戦できる「学

びの場」であるべきだと考えています。一人ひとりの個性や思いを大切にし、互いを尊重し合う温

かな学級・学校づくりを、保護者の皆様・地域の皆様と手を取り合って進めていきたいと思ってお

ります。 

本年度も、皆様の変わらぬご支援とご協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 ４月の行事予定 

７（月） 着任式 前期始業式 短縮日課 

 ８（火） 給食開始（２～６年） 

        短縮日課  入学式準

        入学式準備  

９（水） 入学式 短縮日課 

 １０（木） 交通安全週間（～１６日） 

身体測定・視力・聴力検査（４・５年） 

             １年短縮日課 

１１（金） 身体測定・視力・聴力検査（３年） 

１年短縮日課  ５時間授業（３～６年） 

１４（月） 身体測定・視力・聴力検査（２・６年） 

        １年短縮日課 

１５（火） 短縮日課 ２～６年  
             １年短縮日課 

１６（水） １年給食開始 

１年短縮日課 （～２４日） 

身体測定・視力・聴力検査（１年・なのはな） 

１７（木） 全国学力・学習調査（6 年） 
１８（金） 交通安全教室 （１年） 

２２（火） 避難訓練（地震） 

           委員会活動 （５・６年） ５時間授業 （４年） 

２３（水） 全国学力・学習状況調査 

                 オンライン質問紙調査（6 年） 
        ３D スコリオ検査（６年） 
２５（金） 短縮日課  

２６（土） 特別日課（３時間授業） 

学級懇談会  移動教室説明会 （５年） 

２８（月） 振替休業 

２９（火） 祝 昭和の日 

３０（水） 短縮日課  地域訪問① 



 生命(いのち)の安全教育月間について 

 令和７年度 誉田東小学校 職員一覧 

（学年主任◎） 

 学校だよりの「すぐーる」配信について 

 今後の「学校だより」は、昨年同様「すぐーる」にて配信いたします。また、誉田東小学校のホームペー

ジでもご覧いただけます。 

印刷したお便りの配付を希望される場合は、連絡帳等で担任までお知らせください。 

校長 千脇 卓也 教頭  主幹教諭  教務主任 

1組 2組 3組 4組 5組 6組 

第 1学年     

第２学年      

第３学年      

第４学年    ＊ ＊ 

第５学年     ＊ 

第６学年    ＊ ＊ 

なのはな   ＊ ＊ ＊ 

通級 

ことば    ＊ ＊ ＊ 

きこえ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

たけのこ  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

専 科
   

  ＊ 

小人数指導  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

初任者指導  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

養護教諭   ＊ ＊ ＊ ＊ 

栄養士  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

事務職員    ＊ ＊ ＊ 

技能主任   ＊ ＊ ＊ ＊ 

特別支援教育指導員 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

学校図書館指導員  教員業務支援員  ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ  ＊ 

千葉市は、子供たちが性暴力の加害者や被害者、傍観者にならないための教育や啓発の

充実を進めています。毎年４月を「生命(いのち)の安全教育月間」として、子供たちに生

命の尊さや素晴らしさ、自分や相手を尊重し大事にすること、一人一人が大切な存在であ

ること等を伝えます。 

取り組みの一環として、相談員が子供たちの悩みや不安などの相談にのる「子どもにこ

にこサポート」を実施します。相談方法は、電話相談と手紙相談があります。いつでも相

談できるように相談用紙は学校や公民館に常設するとともに、年４回（４月、７月、10月、

12月）、児童が悩みを抱えやすい時期に全員に配布します。 


